
○信州大学諸料金規程

(平成16年4月1日信州大学規程第111号)
改正 平成17年3月31日平成16年度規

程第88号

平成18年3月30日平成17年度規

程第97号

平成18年7月20日平成18年度規

程第7号

平成19年1月9日平成18年度規

程第33号

平成19年2月8日平成18年度規

程第47号

平成19年3月30日平成18年度規

程第117号

平成19年6月21日平成19年度規

程第12号

平成19年9月6日平成19年度規

程第22号

平成20年3月7日平成19年度規

程第52号

平成20年5月8日平成20年度規

程第3号

平成20年7月17日平成20年度規

程第18号

平成20年9月18日平成20年度規

程第29号

平成20年10月1日平成20年度規

程第31号

平成20年12月18日平成20年度

規程第39号

平成21年3月19日平成20年度規

程第67号

平成21年7月16日平成21年度規

程第12号

平成21年9月29日平成21年度規

程第21号

平成21年12月17日平成21年度

規程第41号

平成22年1月21日平成21年度規

程第48号

平成22年6月17日平成22年度規

程第18号

平成22年8月5日平成22年度規

程第23号

平成22年11月23日平成22年度

規程第41号

平成23年3月29日平成22年度規

程第85号

平成23年6月30日平成23年度規

程第8号

平成23年8月4日平成23年度規

程第12号

平成23年12月22日平成23年度

規程第28号

平成24年9月1日平成24年度規

程第18号

平成25年4月1日平成25年度規

程第5号

平成26年3月19日平成25年度規

程第44号

平成27年3月30日平成26年度規

程第7号

平成27年1月22日平成26年度規

程第116号

平成27年8月17日平成27年度規

程第30号

平成27年9月17日平成27年度規

程第36号

平成28年3月28日平成27年度規

程第83号

平成28年9月30日平成28年度規

程第28号

平成29年3月31日平成28年度規

程第127号

平成29年3月31日平成28年度規

程第128号

平成29年8月1日平成29年度規

程第21号

平成29年11月2日平成29年度規

程第62号

平成30年3月20日平成29年度規

程第118号

平成30年4月19日平成30年度規

程第2号

平成31年1月9日平成30年度規

程第54号

平成31年3月22日平成30年度規

程第99号

令和元年7月9日令和元年度規

程第32号

令和元年9月5日令和元年度規

程第83号

令和2年3月5日令和元年度規程

第170号

令和2年12月16日令和2年度規

程第77号

令和3年2月1日令和2年度規程

第104号

令和3年2月12日令和2年度規程

第107号

令和3年2月26日令和2年度規程

第122号

(趣旨)

第1条　信州大学(以下「本学」という。)で徴収する料金の額については，信州大

学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号)，信州大学医学部附属病

院諸料金規程(平成16年信州大学規程第100号)その他別に定めのある場合を除

き，この規程の定めるところによる。

(料金の額)

第2条　この規程において定める本学で徴収する料金の額は，別表第1から別表第16

までに規定するとおりとする。

附　則

この規程は，平成16年4月1日から施行する。

附　則(平成17年3月31日平成16年度規程第88号)

この規程は，平成17年4月1日から施行する。

附　則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)

この規程は，平成18年4月1日から施行する。

附　則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)

この規程は，平成18年7月20日から施行する。

附　則(平成19年1月9日平成18年度規程第33号)



この規程は，平成19年1月9日から施行する。

附　則(平成19年2月8日平成18年度規程第47号)

この規程は，平成19年4月1日から施行する。

附　則(平成19年3月30日平成18年度規程第117号)

この規程は，平成19年4月1日から施行する。

附　則(平成19年6月21日平成19年度規程第12号)

この規程は，平成19年10月1日から施行する。ただし，別表第4の改正規定中食と

緑の科学資料館に係る部分については，平成19年7月1日から施行する。

附　則(平成19年9月6日平成19年度規程第22号)

この規程は，平成19年9月6日から施行する。

附　則(平成20年3月7日平成19年度規程第52号)

この規程は，平成20年4月1日から施行する。

附　則(平成20年5月8日平成20年度規程第3号)

この規程は，平成20年5月8日から施行する。

附　則(平成20年7月17日平成20年度規程第18号)

この規程は，平成20年7月17日から施行する。

附　則(平成20年9月18日平成20年度規程第29号)

この規程は，平成20年10月1日から施行する。

附　則(平成20年10月1日平成20年度規程第31号)

この規程は，平成20年10月1日から施行する。

附　則(平成20年12月18日平成20年度規程第39号)

この規程は，平成20年12月18日から施行する。

附　則(平成21年3月19日平成20年度規程第67号)

この規程は，平成21年4月1日から施行する。

附　則(平成21年7月16日平成21年度規程第12号)

この規程は，平成21年7月16日から施行する。

附　則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)

この規程は，平成21年10月1日から施行する。

附　則(平成21年12月17日平成21年度規程第41号)

この規程は，平成21年12月17日から施行する。

附　則(平成22年1月21日平成21年度規程第48号)

この規程は，平成22年2月1日から施行する。

附　則(平成22年6月17日平成22年度規程第18号)

この規程は，平成22年6月17日から施行する。

附　則(平成22年8月5日平成22年度規程第23号)

この規程は，平成22年8月5日から施行する。

附　則(平成22年11月23日平成22年度規程第41号)



この規程は，平成22年12月1日から施行する。

附　則(平成23年3月29日平成22年度規程第85号)

この規程は，平成23年4月1日から施行する。

附　則(平成23年6月30日平成23年度規程第8号)

この規程は，平成23年7月1日から施行する。

附　則(平成23年8月4日平成23年度規程第12号)

この規程は，平成23年10月1日から施行する。ただし，改正後の別表第4中ファイ

バーイノベーション・インキュベーター施設及び先進植物工場研究教育センターの

項を加える規定については，平成23年8月4日から施行し，平成23年4月1日から適用

する。

附　則(平成23年12月22日平成23年度規程第28号)

この規程は，平成23年12月22日から施行する。

附　則(平成24年9月1日平成24年度規程第18号)

この規程は，平成24年9月1日から施行する。

附　則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)

この規程は，平成25年4月1日から施行する。

附　則(平成26年3月19日平成25年度規程第44号)

この規程は，平成26年4月1日から施行する。

附　則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)

この規程は，平成27年4月1日から施行し，平成26年4月1日から適用する。

附　則(平成27年1月22日平成26年度規程第116号)

この規程は，平成27年1月27日から施行する。

附　則(平成27年8月17日平成27年度規程第30号)

この規程は，平成27年8月17日から施行する。

附　則(平成27年9月17日平成27年度規程第36号)

この規程は，平成27年9月17日から施行する。

附　則(平成28年3月28日平成27年度規程第83号)

この規程は，平成28年4月1日から施行する。

附　則(平成28年9月30日平成28年度規程第28号)

この規程は，平成28年10月1日から施行する。

附　則(平成29年3月31日平成28年度規程第127号)

この規程は，平成29年3月31日から施行し，平成28年4月1日から適用する。

附　則(平成29年3月31日平成28年度規程第128号)

1　この規程は，平成29年4月1日から施行し，平成29年10月1日から適用する。

2　平成29年3月31日までに許可した貸付に係る平成29年10月1日以降の使用料につ

いては，この規程による改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附　則(平成29年8月1日平成29年度規程第21号)

この規程は，平成29年8月1日から施行する。ただし，施行日前に，国立大学法人

信州大学松本キャンパス自動車等交通対策実施規程に基づく入構の許可を受け，同



許可に基づき施行日以後に入構する場合の松本キャンパス職員駐車場入構整理料に

ついては，平成29年9月30日までの間は，なお従前の例による。

附　則(平成29年11月2日平成29年度規程第62号)

この規程は，平成29年11月2日から施行し，平成29年4月1日から適用する。

附　則(平成30年3月20日平成29年度規程第118号)

この規程は，平成30年4月1日から施行する。

附　則(平成30年4月19日平成30年度規程第2号)

この規程は，平成30年4月19日から施行する。

附　則(平成31年1月9日平成30年度規程第54号)

この規程は，平成31年1月9日から施行し，平成30年4月1日から適用する。

附　則(平成31年3月22日平成30年度規程第99号)

この規程は，平成31年4月1日から施行する。

附　則(令和元年7月9日令和元年度規程第32号)

この規程は，令和元年7月9日から施行し，平成31年4月1日から適用する。

附　則(令和元年9月5日令和元年度規程第83号)

この規程は，令和元年10月1日から施行する。

附　則(令和2年3月5日令和元年度規程第170号)

この規程は，令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和2年12月16日令和2年度規程第77号)

この規程は，臨床研究法第23条第4項の規定による厚生労働大臣の認定を受けた

日から施行する。

附　則(令和3年2月1日令和2年度規程第104号)

この規程は，令和3年4月1日から施行する。

附　則(令和3年2月12日令和2年度規程第107号)

この規程は，令和3年4月1日から施行する。

附　則(令和3年2月26日令和2年度規程第122号)

この規程は，令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
全学共通利用プロジェクトスペース施設使用料金表

室タイプ 種別
年間使用料(円／m2) 
(消費税を含む。)

I 通常の実験室等 2,500

II
特殊測定室，実験室等 
(クリーンルーム，恒温恒湿室
等)

6,500

　　

(注1)　国立大学法人信州大学における全学共通利用プロジェクトスペース運

用細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第4号。以下「運用細則」とい

う。)第2条に規定する全学共通利用プロジェクトスペースとして使用できる

部屋は，運用細則第13条の規定に基づき，国立大学法人信州大学環境施設マ

ネジメント委員会が別に定める。



(注2)　電気・ガス・上下水道料等施設維持管理費については，各建物の管理

部局が別に定める。

別表第2(第2条関係)
運動施設使用料金表

施設名

使用料(消費税額を含む。)

通常 
[9:00～17:00] 
(1時間当たり)

時間外 
[17:00～翌9:00] 

及び休日 
(1時間当たり)

グ
ラ
ン
ド

第1運動場 3,000円 4,400円

第2運動場(医学部) 800円 1,200円

第3運動場 1,200円 1,800円

第3運動場(夜間照明使用時) 4,500円 5,100円

教育学部 800円 1,200円

教育学部附属長野中学校 3,400円 5,100円

教育学部附属長野小学校 2,200円 3,300円

教育学部附属松本中学校 1,000円 1,400円

教育学部附属松本小学校 800円 1,100円

工学部 1,100円 1,700円

農学部 1,800円 2,700円

繊維学部 900円 1,300円

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

第1テニスコート場 700円 1,000円

第2テニスコート場 700円 1,000円

第2テニスコート場(夜間照明使用
時)

1,000円 1,300円

教育学部妻科寮 700円 1,000円

工学部 700円 1,000円

農学部 700円 1,000円

繊維学部 700円 1,000円

体
育
館

第1体育館 1,900円 2,800円

第2体育館 1,000円 1,500円

教育学部第1体育館 1,200円 1,700円

教育学部第2体育館 500円 800円

教育学部附属長野中学校 1,000円 1,500円

教育学部附属長野小学校 1,500円 2,200円

教育学部附属松本中学校 900円 1,300円

教育学部附属松本小学校 600円 900円

工学部 600円 900円

農学部 1,000円 1,500円

繊維学部 1,400円 2,100円

武
道
場

繊維学部武道場(柔道場) 200円 300円

繊維学部武道場(剣道場) 200円 300円

　　

(注1)　テニスコートは1面1時間当たりの使用料を示す。

(注2)　使用時間数に1時間未満の端数を生じる場合の当該端数に係る使用料

は，その端数が30分未満のときは，使用料の欄に規定する料金の半額とし，

30分以上のときは，使用料の欄に規定する料金の額とする。

(注3)　休日は，国立大学法人信州大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関す

る規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第14条第1項及び国立大



学法人信州大学一斉夏季休暇取扱要項(平成19年国立大学法人信州大学要項

第22号)第4第1項に規定する日とする。

別表第3(第2条関係)
学内宿泊施設料金表

施設名 宿泊料(消費税額を含む。)

旭会館 一人1泊 3,000円

理学部附属湖沼高地教育研究センター諏訪臨
湖実験所

〃 1,900円

理学部附属湖沼高地教育研究センター上高地
ステーション

〃 1,400円

理学部附属湖沼高地教育研究センター乗鞍ス
テーション

〃 1,600円

教育学部しなのき会館 〃 3,300円

教育学部志賀自然教育研究施設 〃 2,600円

工学部太田国際記念館 〃 3,500円

ただし，連続して宿泊する場合に
限り，2泊目からは次のとおりと
する。

一人(2泊目から6
泊目まで)

2,600円

一人(7泊目から) 2,400円

農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研
究センター西駒ステーション宿泊施設

一人1泊 1,000円

農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研
究センター手良沢山ステーション宿泊施設

〃 1,000円

農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研
究センター野辺山ステーション宿泊施設

〃 900円

農学部食と緑の科学資料館 〃 4,000円

(注)　宿泊料には，施設使用に付帯する電気料，水道料，冷暖房料及びシーツの

クリーニング代等を含む。

別表第4(第2条関係)
建物使用料金表

部局 建物名称 部屋名称

使用料(消費税額含
む。)

通常 
[9:00～17:0

0] 
(1時間当た

り)

時間外 
[17:00～翌

9:00] 
及び休日 
(1時間当た

り)

内部部局
(内部監査
室，経営企
画部，総務
部，財務
部，学務
部，研究推
進部及び環
境施設部を
いう。)

本部管理棟 第一会議室 1,500円 2,200円

第二会議室 800円 1,200円

第三会議室 400円 500円

総務部 福利厚生施設 会議室(大) 1,900円 2,900円

会議室(中) 800円 1,200円

控室 400円 500円

学務部 福利厚生施設 食堂 3,000円 4,500円

軽食喫茶 1,100円 1,700円



学生食堂 食堂・ホール 5,100円 7,600円

附属図書館 中央図書館 2階セミナー室 1,100円 1,700円

人文学部 研究講義棟 第1講義室 800円 1,200円

第2講義室 800円 1,200円

第3講義室 400円 500円

第4講義室 1,500円 2,200円

第5講義室 800円 1,200円

201演習室 400円 500円

202演習室 400円 500円

204演習室 400円 500円

205演習室 400円 500円

206演習室 400円 500円

人文ホール 1,500円 2,200円

人文・経法校
舎

212講義室 800円 1,200円

演習室213 400円 500円

演習室214 400円 500円

演習室215 400円 500円

教育学部 講義棟 講義室N101 1,800円 2,700円

講義室N102 1,300円 1,900円

講義室N103 1,300円 1,900円

講義室N104 1,300円 1,900円

講義室N201 1,800円 2,700円

講義室N202 1,300円 1,900円

講義室N203 1,300円 1,900円

講義室N204 1,300円 1,900円

講義室N301 1,800円 2,700円

講義室N302 1,300円 1,900円

講義室N303 1,300円 1,900円

講義室N304 600円 900円

管理校舎 第1会議室 1,800円 2,700円

第2会議室 1,300円 1,900円

講義室M301 1,800円 2,700円

講義室M306 600円 900円

図書館 視聴覚室 5,200円 7,800円

東校舎　 講義室E101 1,300円 1,900円

講義室E201 1,300円 1,900円

講義室E401 1,300円 1,900円

大講義室E504 2,900円 4,300円

福利厚生施設
(泉会館)

1号室(会議室) 2,900円 4,300円

食堂 4,000円 6,000円

西校舎(自然科
学)

会議室W101 1,300円 1,900円

第1講義室W503 600円 900円

第2講義室W505 600円 900円

第3講義室W506 1,300円 1,900円

附属松本小学
校

こまくさルーム 1,500円 2,200円

図書室 1,100円 1,700円

経法学部 講義棟 第2講義室 3,000円 4,500円

第3講義室 1,900円 2,900円

人文・経法校 経法学部会議室 1,500円 2,200円



舎 第1講義室 2,200円 3,300円

理学部 校舎A棟 交流サロン 400円 500円

多目的ホール(1) 400円 500円

多目的ホール(2) 400円 500円

講義棟 リフレッシュラウンジ 400円 500円

講義室(1) 1,500円 2,200円

講義室(2) 800円 1,200円

講義室(3) 800円 1,200円

講義室(4) 400円 500円

講義室(5) 800円 1,200円

講義室(6) 800円 1,200円

講義室(7) 800円 1,200円

講義室(8) 800円 1,200円

講義室(9) 400円 500円

講義室(10) 800円 1,200円

講義室(11) 800円 1,200円

校舎B棟 光学実験室 800円 1,200円

校舎C棟 講義室(12) 800円 1,200円

講義室(13) 800円 1,200円

会議室 1,500円 2,200円

医学部 旭総合研究棟 講義室(A・B) 2,600円 3,800円

講義室(C) 800円 1,200円

修士講義室 800円 1,200円

チュートリアルルーム2(8
階)

400円 500円

チュートリアルルーム3(8
階)

400円 500円

チュートリアルルーム4(8
階)

400円 500円

チュートリアルルーム7(3
階)

400円 500円

チュートリアルルーム9(5
階)

400円 500円

チュートリアルルーム10
(6階)

400円 500円

チュートリアルルーム11
(8階)

400円 500円

チュートリアルルーム12
(9階)

400円 500円

保健学科北校
舎

分析系実習室 1,500円 2,200円

311番講義室 1,500円 2,200円

形態系実習室 1,100円 1,700円

微生物実習室 1,100円 1,700円

保健学科中校
舎

会議室 1,100円 1,700円

211番講義室 1,100円 1,700円

212番講義室 800円 1,200円

講義棟 第1講義室 1,900円 2,900円

第2講義室 1,900円 2,900円

第1実習室 3,300円 5,000円

第2実習室 4,000円 6,000円

臨床医学教室 第1臨床講堂 1,500円 2,200円



棟 第2臨床講堂 1,900円 2,900円

地域保健推進
センター

多目的講義室 1,500円 2,200円

工学部 講義棟［C3
棟］

C3-100教室 2,400円 3,500円

C3-101教室 2,400円 3,500円

C3-102教室 2,400円 3,500円

C3-103教室 2,400円 3,500円

C3-200教室 5,200円 7,800円

C3-201教室 1,800円 2,700円

C3-202教室 1,800円 2,700円

C3-203教室 1,800円 2,700円

C3-300教室 1,800円 2,700円

C3-301教室 2,400円 3,500円

福利厚生施設
［C7棟］

第4会議室 1,300円 1,900円

太田国際記念
館［E9棟］

語学研修室 600円 900円

E9-11教室 600円 900円

E9-21教室 1,800円 2,700円

学部共通棟［W
5棟］

W5-21教室 2,400円 3,500円

W5-22教室 600円 900円

W5-23教室 2,400円 3,500円

総合研究棟［W
2棟］

W2-101教室 4,000円 6,000円

W2-106教室 1,300円 1,900円

W2-403教室 2,900円 4,300円

W2-501教室 3,500円 5,200円

W2-502教室 2,400円 3,500円

W2-503教室 1,300円 1,900円

W2-601教室 4,000円 6,000円

アトリウム 4,000円 6,000円

信州科学技術
総合振興セン
ター［E1棟］

研修室301 1,300円 1,900円

研修室302 1,300円 1,900円

研修室303 1,800円 2,700円

研修室304 600円 900円

研修室305 600円 900円

研修室306 600円 900円

研修室307 2,900円 4,300円

会議室 5,800円 8,600円

ホワイエ1 600円 900円

ホワイエ2 600円 900円

国際科学イノ
ベーションセ
ンター［E2
棟］

セミナースペース・展示
室

7,400円 11,100円

セミナースペース 4,000円 6,000円

オーバルスタジオ 1,300円 1,900円

スクエアスタジオ 1,300円 1,900円

311コミュニケーションス
ペース

　1,300円 1,900円

411コミュニケーションル
ーム

1,300円 1,900円

511コミュニケーションル
ーム

1,300円 1,900円



512コミュニケーションル
ーム

600円 900円

611コミュニケーションル
ーム

1,300円 1,900円

612コミュニケーションル
ーム

600円 900円

711コミュニケーションル
ーム

1,300円 1,900円

712コミュニケーションル
ーム

600円 900円

農学部 講義棟 11番講義室 900円 1,400円

12番講義室 900円 1,400円

13番講義室 900円 1,400円

14番講義室 900円 1,400円

15番講義室 1,400円 2,000円

16番講義室 900円 1,400円

21番講義室 900円 1,400円

22番講義室 900円 1,400円

23番講義室 1,400円 2,000円

24番講義室 1,400円 2,000円

25番講義室 1,400円 2,000円

管理棟 26番講義室 2,200円 3,300円

大会議室 1,400円 2,000円

小会議室 500円 700円

F棟 30番講義室 3,500円 5,200円

食と緑の科学
資料館

研修室(1) 900円 1,400円

研修室(2) 900円 1,400円

研修室(3) 500円 700円

展示室(1) 500円 700円

展示室(2) 500円 700円

展示室(3) 500円 700円

展示室(4) 500円 700円

展示スペース(1箇所) 1,400円※ 2,100円※

E棟 コミュニティルーム・会
議室

500円 700円

繊維学部 講堂 ［E棟］ 　 5,000円 7,500円

旧千曲会館 1階 1,600円 2,400円

2階 800円 1,200円

講義棟(1階) 
［D2棟］

小会議室 400円 500円

共通学生相談室 400円 500円

10番講義室 1,300円 1,900円

11番講義室 1,300円 1,900円

12番講義室 1,300円 1,900円

講義棟(2階) 
［D2棟］

リフレッシュスペース(2
階)

800円
1,200円

20番講義室 400円 500円

21番講義室 800円 1,200円

22番講義室 400円 500円

23番講義室 800円 1,200円

24番講義室 800円 1,200円

25番講義室 400円 500円



26番講義室 800円 1,200円

27番講義室 800円 1,200円

28番講義室 1,300円 1,900円

29番講義室 800円 1,200円

講義棟(3階) 
［D2棟］

リフレッシュスペース(3
階)

800円
1,200円

30番講義室 800円 1,200円

31番講義室 1,300円 1,900円

32番講義室 1,300円 1,900円

33番講義室 800円 1,200円

34番講義室 1,600円 2,400円

共通ゼミ物理実験室(1) 400円 500円

共通ゼミ物理実験室(2) 400円 500円

学部共通計算CAD実習室 800円 1,200円

学部共通物理実験室(2) 800円 1,200円

学部共通物理実験室(3) 400円 500円

事務棟［D1
棟］

大会議室(2階) 1,300円 1,900円

中会議室(2階) 400円 500円

ブランチオフィス(2階) 400円 500円

応用化学・材
料化学工学棟
［F棟］

ラウンジ(1階) 400円 500円

コミュニティスペース(2
階)

400円
500円

コミュニティスペース(3
階)

400円
500円

コミュニティスペース(4
階)

400円
500円

福利施設 
［M棟］

学生食堂(1階) 4,000円 6,000円

談話コーナー(2階) 1,600円 2,400円

集会室(2階) 800円 1,200円

感性工学・バ
イオエンジニ
アリング棟[H
棟]

604会議室(6階) 800円 1,200円

総合研究棟 
[N棟]

ミーティングルーム1 
(7階)

2,400円 3,500円

ミーティングルーム2 
(7階)

800円 1,200円

ミーティングルーム3 
(7階)

800円 1,200円

ファイバーイ
ノベーショ
ン・インキュ
ベータ―施設
[U棟]

コミュニティスペース(20
0) 
(2階)

400円 500円

ミーティングルーム(300) 
(3階)

400円 500円

コミュニティスペース(40
0) 
(4階)

400円 500円

コミュニティスペース(50
0) 
(5階)

400円 500円

コミュニティスペース(60
0) 
(6階)

400円 500円

先進植物工場
研究教育セン

会議室(1階) 400円 500円



ター[T棟] リフレッシュスペース(2
階)

400円 500円

機器分析支援
部門棟[R棟]

203 ﾍﾞﾝﾁｬｰ推進室(1) 
(2階)

400円 500円

406 共同実験室(5) 
(4階)

400円 500円

繊維学部図書
館[B棟]

演習室(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ)
(2階)

800円 1,200円

グループ学習室(1)(2階) 400円 500円

グループ学習室(2)(2階) 400円 500円

国際ファイバ
ー工学研究拠
点[K棟]

ミーティングルーム(1階) 400円 500円

ゼミ室(1) 
(2階)

400円 500円

ゼミ室(2) 
(2階)

400円 500円

全学教育機
構

第1講義棟 20番講義室 2,600円 3,800円

南北校舎 12番講義室 1,500円 2,200円

13番講義室 1,500円 2,200円

機構ラウンジ 1,500円 2,200円

23番講義室 800円 1,200円

24番講義室 800円 1,200円

25番講義室 800円 1,200円

26番講義室 800円 1,200円

28番講義室 1,100円 1,700円

大会議室 1,100円 1,700円

中会議室 400円 500円

32番講義室 800円 1,200円

33番講義室 800円 1,200円

34番講義室 800円 1,200円

35番講義室 800円 1,200円

36番講義室 800円 1,200円

37番講義室 1,100円 1,700円

311番演習室 400円 500円

312番演習室 800円 1,200円

313番演習室 800円 1,200円

40番講義室 800円 1,200円

42番講義室 1,500円 2,200円

43番講義室 1,500円 2,200円

45番講義室 800円 1,200円

46番講義室 1,100円 1,700円

401番演習室 800円 1,200円

402番演習室 400円 500円

411番演習室 800円 1,200円

412番演習室 800円 1,200円

学生コミュニケーション
スペース

1,100円 1,700円

第2講義棟 51番講義室 800円 1,200円

52番講義室 800円 1,200円

53番講義室 800円 1,200円

54番講義室 800円 1,200円

55番講義室 800円 1,200円



56番講義室 1,100円 1,700円

62番講義室 1,100円 1,700円

63番講義室 800円 1,200円

64番講義室 800円 1,200円

65番講義室 1,100円 1,700円

71番講義室 1,900円 2,900円

自習室 400円 500円

理学部附属
湖沼高地教
育研究セン
ター

諏訪湖臨湖実
験所

自習室 1,300円 1,900円

講義室兼会議室 600円 900円

医学部附属
病院

病棟 会議室 1,100円 1,700円

外来診療棟 大会議室 2,600円 3,800円

中会議室 1,500円 2,200円

研修室1 400円 500円

研修室2 400円 500円

研修室3 400円 500円

研修室4 400円 500円

研修室5 800円 1,200円

研修室6 800円 1,200円

研修室7 800円 1,200円

信州地域技
術メディカ
ル展開セン
ター

信州地域技術
メディカル展
開センター

ミーティングルーム(103
号室)

800円 1,200円

技術相談室(104号室) 400円 500円

技術相談室(105号室) 400円 500円

オープンベ
ンチャー・
イノベーシ
ョンセンタ
ー

オープンベン
チャー・イノ
ベーションセ
ンター

ラウンジ(1階) 1,600円 2,400円

商談室(1) 400円 500円

商談室(2) 400円 500円

商談室(3) 400円 500円

ラウンジ(2階) 400円 500円

多目的ホール(2階) 800円 1,200円

　　

(注1)　※は，1箇月当たりの使用料を示す。

(注2)　使用時間数に1時間未満の端数を生じる場合の当該端数に係る使用料

は，その端数が30分未満のときは，使用料の欄に規定する料金の半額とし，

30分以上のときは，使用料の欄に規定する料金の額とする。

(注3)　ファイバーイノベーション・インキュベーター施設(ミーティングルー

ム及びコミュニティースペース)の使用料については，部局長の定めるとこ

ろにより，減額できるものとする。

(注4)　休日は，国立大学法人信州大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関す

る規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第14条第1項及び国立大

学法人信州大学一斉夏季休暇取扱要項(平成19年国立大学法人信州大学要項

第22号)第4第1項に規定する日とする。

別表第5(第2条関係)
民間等共同研究員の研究料

区分 研究料(消費税相当額を含
む。)

民間等共同研究員 年額440,000円

別表第6(第2条関係)



受託研究員，私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研修員，公立大学

研修員，教職員支援機構研修員，中国医学研修生及び外国人受託研修員の研究料

区分 研究期間 研究料

受託研究員(下
欄に掲げる者を
除く。)

長期 6箇月を超えて 
1年以内

567,000円

短期 6箇月以内 283,500円

農林水産省所管の独立行政
法人が定める「流動研究員
制度」による受託研究員

3箇月以内
141,800円

農林水産省「農業改良普及
推進事業実施要領(普及職員
等資質向上緊急対策事業)」
による受託研究員

改良普及員 6箇月以内 283,500円

専門技術員及び
農業研修教育施
設等指導職員

3箇月以内
141,800円

農林水産省所管
の独立行政法人
が定める「国内
留学制度」によ
る受託研究員

長期 6箇月を超えて 
1年以内 567,000円

短期 6箇月以内 283,500円

内地研究員 教授 1箇月 29,400円

准教授 1箇月 15,800円

講師 1箇月 11,600円

助教及び助手 1箇月 7,400円

私学研修員
実験(臨床を含
む。)系

3箇月
113,400円

非実験系 3箇月 56,700円

専修学校研修員 実験(臨床を含
む。)系

3箇月
113,400円

非実験系 3箇月 56,700円

公立高等専門学校研修員 実験(臨床を含
む。)系

3箇月
113,400円

非実験系 3箇月 56,700円

公立大学研修員 実験(臨床を含
む。)系

3箇月
113,400円

非実験系 3箇月 56,700円

教職員支援機構研修員 実験系 3箇月 30,600円

非実験系 3箇月 17,700円

中国医学研修生 1年 567,000円

外国人受託研修員 1箇月 236,800円

別表第7(第2条関係)
学位論文審査手数料

区分 手数料

学位論文審査 57,000円

別表第8(第2条関係)
心理教育相談室相談料金表

区分
相談料(消費税相当額を含

む。)

初回面接 1回(80分)　3,000円

継続面接 1回(50分)　2,000円

短時間面接 1回(25分)　1,000円

並行面接 1回(50分)　3,000円

集団面接
1回(50分)　1,000円

1回(100分)　2,000円



コンサルテーション 1回(50分)　3,000円

個人スーパーヴィジョン 1回(50分)　3,000円

心理査定
1回(50分)　2,000円

1回(80分)　3,000円

別表第9(第2条関係)
出前講座実施料

区分
実施料(消費税相当額を含

む。)

出前講座 1回　20,000円

別表第10(第2条関係)
松本キャンパス職員駐車場入構整理料

区分
入構整理料 

(消費税相当額を含む。)

定期的に入構を必要とする者 　

　

松本キャンパス内に勤務する職員
(役員，非常勤職員及びシニア雇
用職員を含む。)

月額　1,000円

ただし，住居所在地が国立大学法人信州
大学職員通勤手当細則(平成16年国立大学
法人信州大学細則第33号)(以下「通勤手
当細則」という。)別表に定める手当額0
円の地域の者は，

月額　2,000円

松本キャンパス内に勤務する生
協，財団その他の本学以外の団体
従業員

月額　1,000円

ただし，住居所在地が通勤手当細則別表
に定める手当額0円の地域の者は，

月額　2,000円

取引業者 月額　3,000円

社会人学生

月額　1,000円

ただし，住居所在地が通勤手当細則別表
に定める手当額0円の地域の者は，

月額　2,000円

社会人学生以外の学部学生及び大
学院生

月額　1,000円

ただし，住居所在地が通勤手当細則別表
に定める手当額0円の地域の者は，

月額　2,000円

おひさま保育園送迎者 月額　1,000円

非常勤講師

半期　1,000円

ただし，住居所在地が通勤手当細則別表
に定める手当額0円の地域の者は，

半期　2,000円

その他(本学における教育，研究
又は診療に従事し，他の区分に属
さない者)

月額　1,000円

ただし，住居所在地等が通勤手当細則別
表に定める手当額0円の地域の者は，

月額　2,000円

上記その他のうち，入構回数が半
期で16回以下の者

半期　1,000円

ただし，住居所在地等が通勤手当細則別
表に定める手当額0円の地域の者は，

半期　2,000円

臨時に入構を必要とする者 　

　
工事業者 月額　3,000円

一時入構者 1回　300円

(注1)　半期とは，1年を前期4月～9月と後期10月～3月に分けた各期間をいう。

別表第11(第2条関係)



教員免許状更新講習受講料

区分 受講料

教員免許状更新講習

6時間講習　6,000円

12時間講習　12,000
円

18時間講習　18,000
円

(注)　この表に定める受講料に，受講に必要となる教材費，教科書代その他の費

用を加算することができる。

別表第12(第2条関係)
特別の課程受講料

区分
受講料 

(消費税相当額を含
む。)

特別の課程 1課程　30,000円

　　

(注1)　特別の課程の総時間数が60時間を超える場合は，2時間を増すごとに1,

000円を加算する。

(注2)　この表に定める受講料のほか，受講に必要となる教材費，教科書代そ

の他の費用を徴収することができる。

別表第13(第2条関係)
学生証等再発行手数料

区分
手数料 

(消費税相当額を含
む。)

学生証再発行 1枚　　 1,300円

職員証再発行 1枚　　 1,300円

役員証再発行 1枚　　 1,300円

身分証再発行 1枚　　 1,300円

ゲストカード再発行 1枚　　 1,300円

別表第14(第2条関係)
認定再生医療等委員会手数料

区分
手数料 

(消費税相当額を含む。)

再生医療等提供計画に係る新規申請の審査(初年
度)

391,600円

再生医療等提供計画の変更，疾病等，実施状況
の定期報告等に係る審査(2年目から)

229,900円

別表第15(第2条関係)
臨床研究審査委員会審査料

区分
審査料 

(消費税相当額を含む。)

新規(新規申請から定期報告までの審査) 210,000円

継続(定期報告から次の定期報告又は総括報告書の
提出までの審査)

100,000円

(注) 「定期報告」及び「総括報告書」の定義は，臨床研究法(平成29年法律第1
6号)及び臨床研究法施行規則(平成30年2月28日厚生労働省令第17号)に定めると
ころによる。

別表第16(第2条関係)
市民開放授業受講料

区分 受講料 



（消費税相当額を含
む）

5時間以下 5,400円

5時間を超え　10時間以下 6,400円

10時間を超え　15時間以下 7,400円

15時間を超え　20時間以下 8,400円

20時間を超え　25時間以下 9,400円

25時間を超え　30時間以下 10,400円

30時間を超え　35時間以下 11,400円

35時間を超え　40時間以下 12,400円

40時間を超え　45時間以下 13,400円


